
 
 

 

北海道科学大学大学院 薬学研究科 学位論文評価基準 
 
 
【博士論文】 
下記評価基準のすべてについて、博士学位論文としての水準に達していると認められたものを 
合格とする。 
 
１．研究内容を的確に表現する論文タイトルがつけられ、研究の目的・背景・意義が明確に 

記述されているか。 
２．論文の構成・文章表現・図表の表記が適切であり、博士学位論文としての体裁を整えているか。 
３．研究テーマを導く動機、背景、問題が明らかとなる先行研究が照会・検討されているか。 
４．実施した研究方法が適正であり、必要な倫理的配慮がなされているか。 
５．結論に至るまでの論旨が論理的に展開し、結果について客観的な分析・考察がなされ、 

その妥当性が導き出されているか。 
６．関連研究等に関する文献を引用し、統一された書式で記述されているか。 
７．研究内容に新規性または独創性が認められるか。 
８．当該学問分野の発展に寄与する学術的価値を有しているか。 
 

  



 
 

学位審査体制及び方法 
 
本学大学院の学位審査体制及び方法は、本学学位規程に基づき、以下のとおり定めています。 
 
●審査体制（学位規程第 6 条） 
・研究科委員会は、当該研究科の教員のうちから、審査委員として主査１名及び副査２名以上を選定する

ものとする。ただし、審査のため必要と認めたときは、副査に他研究科及び他の大学院又は研究所等の
教員等を加えることができる。 

（論文博士の場合） 
・研究科委員会は、当該研究科の教員のうちから、審査委員として主査１名及び副査２名以上を選定する

ものとし、主査には教授をあてるものとする。ただし、審査のため必要と認めたときは、副査に他研究
科及び他の大学院又は研究所等の教員等を加えることができる。 

 
●審査方法（学位規程第９条） 
・審査委員は、当該学位論文の審査等を行うものとする。学位論文審査及び最終試験等については別に定

める。 
・修士論文の審査には、本学大学院学則の定めるところにより、当該専攻が必要と認めたときは、修士設

計など特定の課題についての研究成果の審査をもって論文審査に代えることができる。 
・博士課程の最終試験については、学位論文を中心とした関連科目について筆記又は口述により実施する

ものとする。 
・論文博士の試験及び学力確認については、学位論文を中心とした学術について筆記又は口述により実施

するものとし、本学大学院の博士課程を修了して学位を授与される者と同等以上の学力があることを認
定するために行うものとする。 

 


